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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和８年第１回定例会３月会議） 総務課　人事行政係

　施行期日　令和８年４月１日

　本町の観光振興を推進するため、地域振興を担う公社へ町の職員を派遣し、官民一体と
なった推進体制を確立することで、活力あるまちづくりの着実な実現を図ることを目的と
するものです。

　かつらぎ町観光協会から移管された事務局業務の執行及び進行管理

　観光協会等と連携した地域資源の戦略的なプロモーション展開

　業務移管に伴う組織運営の円滑化及び行政との連携体制の整備支援

・主な職務

　「特定非営利活動法人かつらぎフルーツ王国振興公社」

・新たに職員を派遣する公益的法人等として、以下の団体を追加します。

４．概要

１．議案名

議案第１０号　かつらぎ町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正
　　　　　　　する条例制定について

２．背景・経過

３．趣旨・目的

　本町では、観光振興施策の効率的かつ実効性の高い遂行を図るため、現在、任意団体
である「かつらぎ町観光協会」の事務局業務を「特定非営利活動法人かつらぎフルーツ
王国振興公社」へ移管する準備を進めております。
　移管後の組織において、町との円滑な連携体制を構築するとともに、行政の専門的な
知見を有する職員を適切に配置できるよう、当該法人を新たに職員の派遣対象団体とし
て位置づける必要があります。
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（令和８年第１回定例会３月会議） 

【議案第１０号 参考資料】 

 

 

特定非営利活動法人かつらぎフルーツ王国振興公社について 

 

 

１．名 称：特定非営利活動法人かつらぎフルーツ王国振興公社 

（設立年月日：平成２４年１２月６日） 

 

２．所在地：和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町 2160番地 

 

３．概 要： 

地域資源や観光資源を活用し、地域経済の発展と地域の活性化を図るとともに、雇用

の確保を行い、もって住民の生活文化の向上と町の活性化に寄与することを目的とする。 

 

４．主な業務内容： 

① 地域資源及び観光資源を活用した地域活性化の観光事業 

② 特産品の利用活用による食文化の創造と販売に関する事業 

③ 特産品や町キャラクターグッズ等の販路拡大のための調査、研究及び普及に関する 

事業 

④ かつらぎ町活性化の受託事業 

⑤ 公社正会員・賛助会員が付託する観光及び農業、商業振興に関する事業 

⑥ その他目的達成のために必要な事業 
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和８年第１回定例会３月会議） 税務課　住民税係

４．概要

　
　１．子ども・子育て支援納付金課税限度額
　　　（第２条及び第２３条）
　　　　　　　　　　　　　３０，０００円

　２．子ども・子育て支援納付金の税率について
　　　（第９条の４から第９条の７まで）
　　　　　所得割　　　　　　　０．３０％
　　　　　均等割　　　　　　１，１２２円
　　　　　１８歳以上均等割　　　　６９円
　　　　　平等割　　　　　　　　７６６円

　　　※県下統一の保険税率となることから、県が本算定を行い税率の決定を行ってい
　　　　ます。

　施行期日　令和８年４月１日

１．議案名

議案第１１号　かつらぎ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について

２．背景・経過

　「子ども未来戦略」に基づき、抜本的な子ども・子育て支援の強化に向けた施策に対
する安定した財源を確保するため、令和６年６月に「子ども・子育て支援法等の一部を
改正する法律」が成立し、「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。
　「子ども・子育て支援金制度」は、子ども・子育て支援施策にかかる財源の一部に充
てるための特定財源として、社会全体で子育てを支えるため、医療保険料とあわせて拠
出を求める仕組みとなっています。

３．趣旨・目的

　「子ども・子育て支援金制度」の創設により、国民健康保険税において、新たに「子
ども・子育て支援納付金分」を課税する必要があることから、所要の改正を行おうとす
るものです。
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（令和８年第１回定例会３月会議）
【議案第１１号　参考資料】

表１

摘　　　要

所得割 ％

均等割 円
18歳以上均等割 円

平等割 円

（特定） 円

（特定継続） 円

表２　【７割軽減額】
摘　　　要

均等割 円
18歳以上均等割 円

平等割 円
（特定） 円

（特定継続） 円

表３　【５割軽減額】
摘　　　要

均等割 円
18歳以上均等割 円

平等割 円
（特定） 円

（特定継続） 円

表４　【２割軽減額】
摘　　　要

均等割 円
18歳以上均等割 円

平等割 円
（特定） 円

（特定継続） 円

かつらぎ町国民健康保険税条例の主な改正内容（税率）

※　未就学児については、それぞれ１人につき均等割額の２分の１を軽減します。

※　（特定）特定世帯とは、世帯の者が後期高齢者医療保険に移行したことにより、国保加入者が
１人だけになった世帯で、後期高齢者医療保険に移行した者と引き続き同世帯であること、かつ
世帯主に変更がないこと。【平等割額の２分の１を軽減します。】

※　（特定継続）特定継続世帯とは、特定世帯になってから５年経過し８年経過するまでの世帯。
【平等割額の４分の１を軽減します。】

77
115

子ども・
子育て
支援分

225
14

154

区　　分 令和８年度

192
287

子ども・
子育て
支援分

561
35

383

区　　分 令和８年度

269
402

子ども・
子育て
支援分

786
49

537

0.30

1,122

区　　分 令和８年度

383

574

子ども・
子育て
支援分

69

766

税    　　率 令和８年度
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税　額

512,500

12,500

525,000

税　額

374,200

9,100

383,300

税　額

220,200

5,400

225,600
　税額　合計

（基礎分＋後期支援分+介護分＋子ども・子育て支援分）

従来の国民健康保険税　税額
（基礎分＋後期支援分+介護分）

　　【令和7年度の税率を使用して積算】

今回の子ども・子育て支援分　税額

　税額　合計
（基礎分＋後期支援分+介護分＋子ども・子育て支援分）

試算表　③

　４人世帯（夫婦４０歳～６４歳までと４０歳未満の子供２人〔18歳以上〕）で、夫の
給与収入２，０００，０００円(所得１，３２０，０００円）の場合　【５割軽減】

項　目

従来の国民健康保険税　税額
（基礎分＋後期支援分+介護分）

　　【令和7年度の税率を使用して積算】

今回の子ども・子育て支援分　税額

　税額　合計
（基礎分＋後期支援分+介護分＋子ども・子育て支援分）

試算表　②

　４人世帯（夫婦４０歳～６４歳までと４０歳未満の子供２人〔18歳以上〕）で、夫の
給与収入３，０００，０００円(所得２，０２０，０００円）の場合　【２割軽減】

項　目

従来の国民健康保険税　税額
（基礎分＋後期支援分+介護分）

　　【令和7年度の税率を使用して積算】

今回の子ども・子育て支援分　税額

試算表　①

　４人世帯（夫婦４０歳～６４歳までと４０歳未満の子供２人〔18歳以上〕）で、夫の
給与収入４，０００，０００円(所得２，７６０，０００円）の場合　【軽減無し】

項　目
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税　額

39,000

900

39,900

税　額

191,800

4,500

196,300

税　額

291,300

7,900

299,200
　税額　合計

（基礎分＋後期支援分+介護分＋子ども・子育て支援分）

従来の国民健康保険税　税額
（基礎分＋後期支援分+介護分）

　　【令和7年度の税率を使用して積算】

今回の子ども・子育て支援分　税額

試算表　⑥

　２人世帯（６５歳以上の夫と４０歳以上６５歳未満の妻）で、夫の事業所得２，０２
０，０００円の場合　【軽減無し】

項　目

　税額　合計
（基礎分＋後期支援分+介護分＋子ども・子育て支援分）

従来の国民健康保険税　税額
（基礎分＋後期支援分+介護分）

　　【令和7年度の税率を使用して積算】

今回の子ども・子育て支援分　税額

　税額　合計
（基礎分＋後期支援分+介護分＋子ども・子育て支援分）

試算表　⑤

　２人世帯（夫婦４０歳から６４歳まで）で、夫の事業所得１，１００，０００円の場合
【２割軽減】

項　目

従来の国民健康保険税　税額
（基礎分＋後期支援分+介護分）

　　【令和7年度の税率を使用して積算】

今回の子ども・子育て支援分　税額

試算表　④

　２人世帯（夫婦４０歳から６４歳まで）で、所得０円の場合【７割軽減】

項　目
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)及
び
介
護
保
険
法

(平
成

9
年
法
律
第

1

2
3
号

)の
規
定
に
よ
る
納
付
金

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
介
護
納
付
金
」
と
い

う
。

)の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分
を
除
く
。

)に
充
て
る
た
め
の
国

民
健
康
保
険
税
の
課
税
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

) 

8
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2 
–

 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

て
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

) 

(2
)～

(3
) 

 
(略

) 
(2

)～
(3

) 
 
(略

) 
 

(4
) 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額

(国
民
健
康
保
険
税
の
う
ち
、
国
民

健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用

(和
歌
山
県
の
国
民
健
康
保

険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
負
担
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
の

納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分
に
限
る
。

)に
充
て
る
た
め
の
国
民
健
康

保
険
税
の
課
税
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

) 

(新
設

) 

2
 

(略
) 

2
 

(略
) 

3
 
第

1
項
第

2
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主

(前
条
第

2
項
の
世

帯
主
を
除
く
。

)及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き

算
定
し
た
所
得
割
額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合

算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が

2
6

0
,0

0
0
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て

は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、

2
6

0
,0

0
0
円
と
す
る
。

 

3
 
第

1
項
第

2
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主

(前
条
第

2
項
の
世

帯
主
を
除
く
。

)及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割

額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
合
算
額
が

2
6

0
,0

0
0
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
支

援
金
等
課
税
額
は
、

2
6

0
,0

0
0
円
と
す
る
。

 

4
 

(略
) 

4
 

(略
) 

5
 
第

1
項
第

4
号
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
は
、
世
帯
主

(前
条
第

2

項
の
世
帯
主
を
除
く
。

)及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割

額
の
合
算
額
に
、
当
該
世
帯
に
属
す
る

1
8
歳
以
上
被
保
険
者

(地
方
税
法

(昭
和

2
5

年
法
律
第

2
2

6
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

)第
7

0
3
条
の

4
第

3
0
項
に
規
定
す
る

1

8
歳
以
上
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

)に
つ
き
算
定
し
た

1
8
歳
以
上
被
保
険

者
均
等
割
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
加
算
後
の
額
が

3
0

,0
0

0
円
を
超

え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
は
、

3
0

,0
0

0

円
と
す
る
。

 

 
(新

設
) 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額

) 
(国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額

) 
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3 
–

 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

第
3
条

 
前
条
第

2
項
の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に

係
る
法
第

3
1

4
条
の

2
第

1
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の

合
計
額
か
ら
同
条
第

2
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山

林
所
得
金
額
の
合
計
額

(以
下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。

)に
1

0
0
分
の

8
.0

6
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

 

第
3
条
 
前
条
第

2
項
の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に

係
る
地
方
税
法

(昭
和

2
5
年
法
律
第

2
2

6
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

)第
3

1
4
条
の

2
第

1
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第

2

項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計

額
(以

下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。

)に
1

0
0
分
の

8
.0

6
を
乗

じ
て
算
定
す
る
。

 

2
 

(略
) 

2
 

(略
) 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額

) 
(国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額

) 

第
5
条
の

2
 
第

2
条
第

2
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

第
5
条
の

2
 
第

2
条
第

2
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

(1
) 

特
定
世
帯

(特
定
同
一
世
帯
所
属
者

(国
民
健
康
保
険
法
第

6
条
第

8
号
の
規

定
に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
資
格
を
喪
失
し

た
日
の
前
日
以
後
継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。

)と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
同
日
の

属
す
る
月

(以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
月
」
と
い
う
。

)以
後

5
年
を
経
過
す

る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の

(当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に

限
る
。

)を
い
う
。
次
号
、
第

7
条
の

3
、
第

9
条
の

7
及
び
第

2
3
条
第

1
項
に
お
い

て
同
じ
。

)及
び
特
定
継
続
世
帯

(特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
特
定
月
以
後

5
年
を
経
過
す
る
月
の

翌
月
か
ら
特
定
月
以
後

8
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の

(当
該
世

帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。

)を
い
う
。
第

3
号
、
第

7
条
の

3
、

(1
) 

特
定
世
帯

(特
定
同
一
世
帯
所
属
者

(国
民
健
康
保
険
法
第

6
条
第

8
号
の
規

定
に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
資
格
を
喪
失
し

た
日
の
前
日
以
後
継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。

)と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
同
日
の

属
す
る
月

(以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
月
」
と
い
う
。

)以
後

5
年
を
経
過
す

る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の

(当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に

限
る
。

)を
い
う
。
次
号
、
第

7
条
の

3
及
び
第

2
3
条
第

1
項
に
お
い
て
同
じ
。

)

及
び
特
定
継
続
世
帯

(特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保

険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
特
定
月
以
後

5
年
を
経
過
す
る
月
の
翌
月
か
ら

特
定
月
以
後

8
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の

(当
該
世
帯
に
他
の

被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。

)を
い
う
。
第

3
号
、
第

7
条
の

3
及
び
第

2
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改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

第
9
条
の

7
及
び
第

2
3
条
第

1
項
に
お
い
て
同
じ
。

)以
外
の
世
帯
 

2
1

,2
0

0
円
 

3
条
第

1
項
に
お
い
て
同
じ
。

)以
外
の
世
帯
 

2
1

,2
0
0
円

 

(2
)～

(3
) 

 
(略

) 
(2

)～
(3

) 
 
(略

) 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の

所
得
割
額

) 

 
(新

設
) 

第
9
条
の

4
 
第

2
条
第

5
項
の
所
得
割
額
は
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に

1
0

0

分
の

0
.3

0
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

 

 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の

被
保
険
者
均
等
割
額

) 

 
(新

設
) 

第
9
条
の

5
 
第

2
条
第

5
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者

1
人
に
つ
い
て

1
,

1
2

2
円
と
す
る
。

 

 

(1
8
歳
以
上
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の

1
8
歳
以

上
被
保
険
者
均
等
割
額

) 

 
(新

設
) 

第
9
条
の

6
 
第

2
条
第

5
項
の

1
8
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、

1
8
歳
以
上
被
保

険
者

1
人
に
つ
い
て

6
9
円
と
す
る
。

 

 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の

世
帯
別
平
等
割
額

) 

 
(新

設
) 

第
9
条
の

7
 
第

2
条
第

5
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

 

(1
) 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯

 
7

6
6
円

 
 

(2
) 

特
定
世
帯

 
3

8
3
円
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改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

(3
) 

特
定
継
続
世
帯

 
5

7
4
円

 
 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

(国
民
健
康
保
険
税
の
減
額

) 
(国

民
健
康
保
険
税
の
減
額

) 

第
2

3
条

 
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て

課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第

2
条
第

2
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及

び
イ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

6
6

0
,0

0
0
円

を
超
え
る
場
合
に
は
、

6
6

0
,0

0
0
円

)、
同
条
第

3
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減
額
し
て
得

た
額
が

2
6

0
,0

0
0
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

2
6

0
,0

0
0
円

)、
同
条
第

4
項
本
文
の
介

護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減
額

し
て
得
た
額
が

1
7

0
,0

0
0
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
1
7

0
,0

0
0
円

)並
び
に
同
条
第

5

項
本
文
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
か
ら
キ
か
ら
ケ
ま
で
に
掲
げ
る

額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

3
0

,0
0

0
円
を
超
え
る
場
合
に

は
、

3
0

,0
0

0
円

)の
合
算
額
と
す
る
。

 

第
2

3
条

 
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て

課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第

2
条
第

2
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及

び
イ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

6
6

0
,0

0
0
円

を
超
え
る
場
合
に
は
、

6
6

0
,0

0
0
円

)、
同
条
第

3
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減
額
し
て
得

た
額
が

2
6

0
,0

0
0
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
2

6
0

,0
0

0
円

)並
び
に
同
条
第

4
項
本
文

の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該

減
額
し
て
得
た
額
が

1
7

0
,0

0
0
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

1
7

0
,0

0
0
円

)の
合
算
額

と
す
る
。

 

(1
) 

 
(略

) 
(1

) 
 
(略

) 

ア
～
カ

 
(略

) 
ア
～
カ
 

(略
) 

 
 
キ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税

額
の
被
保
険
者
均
等
割
額

 
被
保
険
者

(第
1
条
第

2
項
に
規
定
す
る
世
帯
主

を
除
く
。

)1
人
に
つ
い
て
 

7
8

6
円

 

 
(新

設
) 

 
 
ク
 

1
8
歳
以
上
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の

1

8
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額

 
1

8
歳
以
上
被
保
険
者

(第
1
条
第

2
項
に
規

定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。

)1
人
に
つ
い
て

 
4

9
円
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か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例

- 
6 
–

 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

 
 
ケ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税

額
の
世
帯
別
平
等
割
額

 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に

定
め
る
額

 

 

 
 
 
①

 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯

 
5

3
7
円

 
 

 
 
 
②

 
特
定
世
帯
 

2
6

9
円

 
 

 
 
 
③

 
特
定
継
続
世
帯
 

4
0

2
円

 
 

(2
) 
 

(略
) 

(2
) 

(略
) 

ア
～
カ

 
(略

) 
ア
～
カ
 

(略
) 

 
 
キ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税

額
の
被
保
険
者
均
等
割
額

 
被
保
険
者

(第
1
条
第

2
項
に
規
定
す
る
世
帯
主

を
除
く
。

)1
人
に
つ
い
て
 

5
6

1
円

 

 
(新

設
) 

 
 
ク
 

1
8
歳
以
上
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の

1

8
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額

 
1

8
歳
以
上
被
保
険
者

(第
1
条
第

2
項
に
規

定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。

)1
人
に
つ
い
て

 
3

5
円

 

 

 
 
ケ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税

額
の
世
帯
別
平
等
割
額

 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に

定
め
る
額

 

 

 
 
 
①

 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯

 
3

8
3
円

 
 

 
 
 
②

 
特
定
世
帯
 

1
9

2
円

 
 

 
 
 
③

 
特
定
継
続
世
帯
 

2
8

7
円

 
 

(3
) 

(略
) 

(3
) 

(略
) 

ア
～
カ

 
(略

) 
ア
～
カ
 

(略
) 

 
 
キ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税

 
(新

設
) 

13



か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例

- 
7 
–

 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

額
の
被
保
険
者
均
等
割
額

 
被
保
険
者
（
第

1
条
第

2
項
に
規
定
す
る
世
帯
主

を
除
く
。
）

1
人
に
つ
い
て
 

2
2

5
円

 

 
 
ク
 

1
8
歳
以
上
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の

1

8
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
 

1
8
歳
以
上
被
保
険
者
（
第

1
条
第

2
項
に
規

定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）

1
人
に
つ
い
て

 
1

4
円

 

 

 
 
ケ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税

額
の
世
帯
別
平
等
割
額

 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に

定
め
る
額

 

 

 
 
 
①

 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯

 
1

5
4
円

 
 

 
 
 
②

 
特
定
世
帯
 

7
7
円

 
 

 
 
 
③

 
特
定
継
続
世
帯
 

1
1

5
円

 
 

2
 

(略
) 

 
2
 

(略
) 

 

(1
)～

(2
) 

(略
) 

 
(1

)～
(2

) 
(略

) 
 

(3
) 

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税

額
の
被
保
険
者
均
等
割
額

 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未

就
学
児

1
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額

 

 
(新

設
) 

ア
 
前
項
第

1
号
キ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

 
1

6
8
円

 
 

イ
 
前
項
第

2
号
キ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

 
2

8
1
円

 
 

ウ
 
前
項
第

3
号
キ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

 
4

4
9
円

 
 

エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯

 
5

6
1
円

 
 

3
 
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
世
帯
に
地
方
税
法
施
行
令
第

5
6
条
の

8
9

第
4
項
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者

(以
下
「
出
産
被
保
険
者
」
と
い
う
。

)が
属

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
所
得
割
額
、
被
保
険
者

3
 
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
世
帯
に
地
方
税
法
施
行
令
第

5
6
条
の

8
9

第
4
項
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者

(以
下
「
出
産
被
保
険
者
」
と
い
う
。

)が
属

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
所
得
割
額
及
び
被
保

14



か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例

- 
8 
–

 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

均
等
割
額
及
び

1
8
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額

(第
1
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減

額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
及

び
1

8
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額

)は
、
当
該
所
得
割
額
、
被
保
険
者
均
等
割
額

及
び

1
8
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。

 

険
者
均
等
割
額

(第
1
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額

)は
、
当
該
所
得
割
額
及
び
被
保

険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。

 

(1
)～

(6
) 

(略
) 

 
(1

)～
(6

) 
(略

) 
 

(7
) 

国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課

税
額
の
所
得
割
額

 
当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第

9
条
の

4
の
規
定
に
よ
り

算
定
し
た
所
得
割
額
の

1
2
分
の

1
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後

期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

 

(新
設

) 

(8
) 

国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課

税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額

 
当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第

9
条
の

5
の
規

定
に
よ
り
算
定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額

(第
1
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額

す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額

)

の
1

2
分
の

1
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年

度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

 

 

(9
) 

国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課

税
額
の

1
8
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額

 
当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第

9
条

の
6
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た

1
8
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額

(第
1
項
に
規
定

す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の

1
8

歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額

)の
1

2
分
の

1
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産

前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

 

 

4
 
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
内
に

1
8
歳
に
達
す
る
日
以
後

の
最
初
の

3
月

3
1
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者

(以
下
「

1
8
歳
未
満
被
保
険
者
」
と
い

う
。

)が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
子
ど
も
・
子
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か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例

- 
9 
–

 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額

(当
該
納
税
義
務
者
の
世
帯
に

属
す
る

1
8
歳
未
満
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額

(前
3
項
に

規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被

保
険
者
均
等
割
額

)に
限
る
。

)は
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
当
該
被
保

険
者
均
等
割
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。

 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

附
 
則

 
附
 
則

 

1
～

2
 

(略
) 

1
～

2
 

(略
) 

(上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

) 
(上

場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

) 

3
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
3
条
の

2
第

5
項
の
配
当
所
得
等
を
有
す
る
場
合

に
お
け
る
第

3
条
、
第

6
条
、
第

8
条
、
第

9
条
の

4
及
び
第

2
3
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林

所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
3
条
の

2
第

5
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る

配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第

2
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
1

4
条
の

2
第

2
項
」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山

林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
3
条
の

2
第

5
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る

配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る

の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
3
条
の

2
第

5
項
に
規
定
す
る
上

場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

 

3
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
3
条
の

2
第

5
項
の
配
当
所
得
等
を
有
す
る
場
合

に
お
け
る
第

3
条
、
第

6
条
、
第

8
条
及
び
第

2
3
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並

び
に
法
附
則
第

3
3
条
の

2
第

5
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等

の
金
額
」
と
、
「
同
条
第

2
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
1

4
条
の

2
第

2
項
」
と
、

同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金

額
又
は
法
附
則
第

3
3
条
の

2
第

5
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得

等
の
金
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
3
条
の

2
第

5
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等

に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

 

(長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

) 
(長

期
譲
渡
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

) 

4
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定

4
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
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か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例

- 
10
 
–
 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

同
一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
4
条
第

4
項
の
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お

け
る
第

3
条
、
第

6
条
、
第

8
条
、
第

9
条
の

4
及
び
第

2
3
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第

3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第

2
項
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
4
条
第

4
項
に
規
定
す
る
長

期
譲
渡
所
得
の
金
額

(租
税
特
別
措
置
法

(昭
和

3
2
年
法
律
第

2
6
号

)第
3

3
条
の

4

第
1
項
若
し
く
は
第

2
項
、
第

3
4
条
第

1
項
、
第

3
4
条
の

2
第

1
項
、
第

3
4
条
の

3
第

1
項
、
第

3
5
条
第

1
項
、
第

3
5
条
の

2
第

1
項
、
第

3
5
条
の

3
第

1
項
又
は
第

3
6
条
の

規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第

3
1
条
第

1

項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
い
う
。

)の
合

計
額
か
ら
法
第

3
1

4
条
の

2
第

2
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額

(」
と

あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
合

計
額

(」
と
、
「
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く

は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
4
条
第

4
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の

金
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山

林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
4
条
第

4
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金

額
」
と
す
る
。

 

同
一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
4
条
第

4
項
の
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お

け
る
第

3
条
、
第

6
条
、
第

8
条
及
び
第

2
3
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

3

条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第

2
項
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
4
条
第

4
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得

の
金
額

(租
税
特
別
措
置
法

(昭
和

3
2
年
法
律
第

2
6
号

)第
3

3
条
の

4
第

1
項
若
し
く

は
第

2
項
、
第

3
4
条
第

1
項
、
第

3
4
条
の

2
第

1
項
、
第

3
4
条
の

3
第

1
項
、
第

3
5
条

第
1
項
、
第

3
5
条
の

2
第

1
項
、
第

3
5
条
の

3
第

1
項
又
は
第

3
6
条
の
規
定
に
該
当
す

る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第

3
1
条
第

1
項
に
規
定
す
る

長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
い
う
。

)の
合
計
額
か
ら
法
第

3

1
4
条
の

2
第

2
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額

(」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
合
計
額

(」
と
、

「
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得

金
額
又
は
法
附
則
第

3
4
条
第

4
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並

び
に
法
附
則
第

3
4
条
第

4
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
す
る
。

 

5
 

(略
) 

5
 

(略
) 

(一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

) 
(一

般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

) 

6
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
5
条
の

2
第

5
項
の
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所

得
等
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
条
、
第

6
条
、
第

8
条
、
第

9
条
の

4
及
び
第

2
3

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の

2
第

5
項
に
規
定
す
る

一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第

2
項
」
と
あ
る
の
は

6
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
5
条
の

2
第

5
項
の
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所

得
等
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
条
、
第

6
条
、
第

8
条
及
び
第

2
3
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
第

3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の

2
第

5
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等

に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第

2
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
1

4

17
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「
法
第

3
1

4
条
の

2
第

2
項
」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
5
条
の

2
第

5
項
に
規
定
す

る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項
中
「
及
び
山

林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の

2

第
5
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

 

条
の

2
第

2
項
」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若

し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
5
条
の

2
第

5
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式

等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の

2
第

5
項
に
規
定

す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

 

(上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

) 
(上

場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

) 

7
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
5
条
の

2
の

2
第

5
項
の
上
場
株
式
等
に
係
る
譲

渡
所
得
等
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
条
、
第

6
条
、
第

8
条
、
第

9
条
の

4
及
び

第
2

3
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の

2
の

2
第

5
項
に
規

定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第

2
項
」
と
あ

る
の
は
「
法
第

3
1

4
条
の

2
第

2
項
」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
5
条
の

2
の

2
第

5
項
に

規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項
中
「
及

び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5

条
の

2
の

2
第

5
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す

る
。

 

7
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
5
条
の

2
の

2
第

5
項
の
上
場
株
式
等
に
係
る
譲

渡
所
得
等
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
条
、
第

6
条
、
第

8
条
及
び
第

2
3
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の

2
の

2
第

5
項
に
規
定
す
る
上

場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第

2
項
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
3

1
4
条
の

2
第

2
項
」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
5
条
の

2
の

2
第

5
項
に
規
定
す
る

上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林

所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の

2
の

2
第

5
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

 

(先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

) 
(先

物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

) 

8
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
5
条
の

4
第

4
項
の
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又
は

雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
条
、
第

6
条
、
第

8
条
、
第

9
条
の

4
及
び
第

2
3
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の

4
第

4
項
に
規

定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第

2
項
」
と
あ
る
の

8
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
5
条
の

4
第

4
項
の
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又
は

雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
条
、
第

6
条
、
第

8
条
及
び
第

2
3
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
、

「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の

4
第

4
項
に
規
定
す
る
先
物
取

引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第

2
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
1

4

18



か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例

- 
12
 
–
 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

は
「
法
第

3
1

4
条
の

2
第

2
項
」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と

あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
5
条
の

4
第

4
項
に
規

定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項
中
「
及
び
山

林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の

4

第
4
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

 

条
の

2
第

2
項
」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
若

し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
5
条
の

4
第

4
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引

に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の

4
第

4
項
に
規
定
す

る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

 

(土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特

例
) 

(土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特

例
) 

9
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
3
条
の

3
第

5
項
の
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
を
有

す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
条
、
第

6
条
、
第

8
条
、
第

9
条
の

4
及
び
第

2
3
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
3
条
の

3
第

5
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係

る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第

2
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
1

4
条
の

2

第
2
項
」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は

山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
3
条
の

3
第

5
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事

業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
3
条
の

3
第

5
項
に
規
定
す
る
土
地

等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

 

9
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
3
条
の

3
第

5
項
の
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
を
有

す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
条
、
第

6
条
、
第

8
条
及
び
第

2
3
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第

3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所

得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
3
条
の

3
第

5
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所

得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第

2
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
1

4
条
の

2
第

2
項
」

と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所

得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
3
条
の

3
第

5
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得

等
の
金
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
3
条
の

3
第

5
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係

る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

 

(特
例
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

) 
(特

例
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

) 

1
0
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所

得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律

(昭
和

3
7
年
法
律
第

1
4

4
号

)第
8
条
第

2
項
に

規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
、
同
法
第

1
2
条
第

5
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子

等
又
は
同
法
第

1
6
条
第

2
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
に
係
る
利
子
所
得
、

配
当
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第

3

1
0
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所

得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律

(昭
和

3
7
年
法
律
第

1
4

4
号

)第
8
条
第

2
項
に

規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
、
同
法
第

1
2
条
第

5
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子

等
又
は
同
法
第

1
6
条
第

2
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
に
係
る
利
子
所
得
、

配
当
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第

3

19
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条
、
第

6
条
、
第

8
条
、
第

9
条
の

4
及
び
第

2
3
条
第

1
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第

3
条
第

1
項
中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第

2
項
」
と
あ
る
の

は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る

所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律

(昭
和

3
7
年
法
律
第

1
4

4
号

)第
8
条
第

2
項

(同
法
第

1
2
条
第

5
項
及
び
第

1
6
条
第

2
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

)

に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額

(以
下
こ
の
条
及
び
第

2
3
条
第

1
項
に
お
い

て
「
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
い
う
。

)の
合
計
額
か
ら
法
第

3
1

4
条
の

2
第

2

項
」
と
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額

(」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に

特
例
適
用
利
子
等
の
額
の
合
計
額

(」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例

適
用
利
子
等
の
額
」
と
す
る
。

 

条
、
第

6
条
、
第

8
条
及
び
第

2
3
条
第

1
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

3
条

第
1
項
中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第

2
項
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所

得
金
額
並
び
に
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等

の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律

(昭
和

3
7
年
法
律
第

1
4

4
号

)第
8
条
第

2
項

(同
法
第

1

2
条
第

5
項
及
び
第

1
6
条
第

2
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)に

規
定
す
る

特
例
適
用
利
子
等
の
額

(以
下
こ
の
条
及
び
第

2
3
条
第

1
項
に
お
い
て
「
特
例
適
用

利
子
等
の
額
」
と
い
う
。

)の
合
計
額
か
ら
法
第

3
1

4
条
の

2
第

2
項
」
と
「
山
林
所

得
金
額
の
合
計
額

(」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
利
子
等

の
額
の
合
計
額

(」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若

し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項
中
「
山

林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」

と
す
る
。

 

(特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

) 
(特

例
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

) 

1
1
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所

得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第

8
条
第

4
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当

等
、
同
法
第

1
2
条
第

6
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
又
は
同
法
第

1
6
条
第

3

項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
及
び
雑
所
得
を

有
す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
条
、
第

6
条
、
第

8
条
、
第

9
条
の

4
及
び
第

2
3
条
第

1

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

3
条
第

1
項
中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か

ら
同
条
第

2
項
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
外
国
居
住
者
等
の
所
得

に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第

8
条
第

4

項
(同

法
第

1
2
条
第

6
項
及
び
第

1
6
条
第

3
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

)

に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額

(以
下
こ
の
条
及
び
第

2
3
条
第

1
項
に
お
い

て
「
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
い
う
。

)の
合
計
額
か
ら
法
第

3
1

4
条
の

2
第

2

1
1
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所

得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第

8
条
第

4
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当

等
、
同
法
第

1
2
条
第

6
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
又
は
同
法
第

1
6
条
第

3

項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
及
び
雑
所
得
を

有
す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
条
、
第

6
条
、
第

8
条
及
び
第

2
3
条
第

1
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
第

3
条
第

1
項
中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第

2

項
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相

互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第

8
条
第

4
項

(同
法
第

1
2

条
第

6
項
及
び
第

1
6
条
第

3
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

)に
規
定
す
る

特
例
適
用
配
当
等
の
額

(以
下
こ
の
条
及
び
第

2
3
条
第

1
項
に
お
い
て
「
特
例
適
用

配
当
等
の
額
」
と
い
う
。

)の
合
計
額
か
ら
法
第

3
1

4
条
の

2
第

2
項
」
と
、
「
山
林

20
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項
」
と
、
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額

(」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び

に
特
例
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額

(」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
、

第
2

3
条
第

1
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特

例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
す
る
。

 

所
得
金
額
の
合
計
額

(」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
配
当

等
の
額
の
合
計
額

(」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項

中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
配
当
等

の
額
」
と
す
る
。

 

(条
約
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

) 
(条

約
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

) 

1
2
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び

地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

(昭
和

4
4
年
法
律
第

4
6
号
。
以
下
「
租
税
条

約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。

)第
3
条
の

2
の

2
第

1
0
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利

子
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
を
有

す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
条
、
第

6
条
、
第

8
条
、
第

9
条
の

4
及
び
第

2
3
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同

条
第

2
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に

伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

(昭
和

4
4

年
法
律
第

4
6
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。

)第
3
条
の

2
の

2

第
1

0
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
法
第

3
1

4
条
の

2
第

2
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額

(」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第

3
条
の

2
の

2
第

1
0
項
に
規
定
す
る
条

約
適
用
利
子
等
の
額
の
合
計
額

(」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第

3
条

の
2
の

2
第

1
0
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項
中
「
及

び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実

施
特
例
法
第

3
条
の

2
の

2
第

1
0
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
す

る
。

 

1
2
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び

地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

(昭
和

4
4
年
法
律
第

4
6
号
。
以
下
「
租
税
条

約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。

)第
3
条
の

2
の

2
第

1
0
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利

子
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
を
有

す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
条
、
第

6
条
、
第

8
条
及
び
第

2
3
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第

3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第

2
項
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税

法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

(昭
和

4
4
年
法
律
第

4
6

号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。

)第
3
条
の

2
の

2
第

1
0
項
に
規

定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
法
第

3
1

4
条
の

2
第

2
項
」
と
、「

及

び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額

(」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租

税
条
約
等
実
施
特
例
法
第

3
条
の

2
の

2
第

1
0
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等

の
額
の
合
計
額

(」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若

し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第

3
条
の

2
の

2
第

1
0
項

に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第

3
条
の

2
の

2
第

1
0
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
す
る
。
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か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例

- 
15
 
–
 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

(条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

) 
(条

約
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例

) 

1
3
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第

3
条
の

2
の

2
第

1
2
項
に
規

定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る

場
合
に
お
け
る
第

3
条
、
第

6
条
、
第

8
条
、
第

9
条
の

4
及
び
第

2
3
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第

3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第

2
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う

所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

(昭
和

4
4
年
法

律
第

4
6
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。

)第
3
条
の

2
の

2
第

1

2
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
法
第

3
1

4
条
の

2
第

2

項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額

(」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第

3
条
の

2
の

2
第

1
2
項
に
規
定
す
る
条

約
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額

(」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第

3
条

の
2
の

2
第

1
2
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項
中
「
及

び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実

施
特
例
法
第

3
条
の

2
の

2
第

1
2
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
」
と
す

る
。

 

1
3
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特

定
同
一
世
帯
所
属
者
が
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第

3
条
の

2
の

2
第

1
2
項
に
規

定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る

場
合
に
お
け
る
第

3
条
、
第

6
条
、
第

8
条
及
び
第

2
3
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第

3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第

2
項
」
と
あ

る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、

法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

(昭
和

4
4
年
法
律
第

4
6
号
。

以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。

)第
3
条
の

2
の

2
第

1
2
項
に
規
定
す

る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
法
第

3
1

4
条
の

2
第

2
項
」
と
、
「
及
び

山
林
所
得
金
額
の
合
計
額

(」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税

条
約
等
実
施
特
例
法
第

3
条
の

2
の

2
第

1
2
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の

額
の
合
計
額

(」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若

し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第

3
条
の

2
の

2
第

1
2
項

に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
」
と
、
第

2
3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第

3
条
の

2
の

2
第

1
2
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
」
と
す
る
。

 

1
4
～

1
5
 

(略
) 

1
4
～

1
5
 

(略
) 
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和８年第１回定例会３月会議） 教育総務課　総務係

　空調設備は、災害時以外も屋内運動場利用時に使用されることとなります。その使

設備の設置を計画的に進めています。

　（２）空調設備使用料

４．概要

　別表に次の内容を追加します。

用料金を定めるため、所要の改正を行おうとするものです。

 施行期日　令和８年４月１日

１．議案名

議案第１２号　かつらぎ町立学校施設使用条例の一部を改正する条例制定について

２．背景・経過

３．趣旨・目的

　町内の小・中学校は、指定緊急避難場所及び指定避難所として指定されており、大

規模災害発生時等に避難所として開設されます。

らず、快適な環境を確保することが急務となっています。そのため屋内運動場に空調

　夏季において熱中症が懸念される中、現在屋内運動場には空調設備が設置されてお

種別 使用料（１時間につき）

笠田中学校屋内運動場空調設備 ５００円

妙寺中学校屋内運動場空調設備 ６００円

笠田小学校屋内運動場空調設備 ５００円

大谷小学校屋内運動場空調設備 ４００円

妙寺小学校屋内運動場空調設備 ５００円

渋田小学校屋内運動場空調設備 ４００円
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か
つ
ら
ぎ
町
立
学
校
施
設
使
用
条
例

- 
1 
–

 

 

（
令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
１
２
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
立
学
校
施
設
使
用
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
か
つ
ら
ぎ
町
立
学
校
施
設
使
用
条
例

(昭
和

3
3
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

1
9
号

) 
○
か
つ
ら
ぎ
町
立
学
校
施
設
使
用
条
例

(昭
和

3
3
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

1
9
号

) 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

別
表

(第
6
条
関
係

) 
別
表

(第
6
条
関
係

) 

(1
) 

学
校
体
育
施
設
基
本
使
用
料

 
(1

) 
学
校
体
育
施
設
基
本
使
用
料

 

種
別

 
使
用
料

(1
時
間
に
つ
き

) 

屋
内
運
動
場

 
2

0
0
円

 

屋
外
運
動
場

 
1

0
0
円

 
 

種
別

 
使
用
料

(1
時
間
に
つ
き

) 

屋
内
運
動
場

 
2

0
0
円

 

屋
外
運
動
場

 
1

0
0
円

 
 

(2
) 

空
調
設
備
使
用
料

 
 

種
別

 
使
用
料

(1
時
間
に
つ
き

) 

笠
田
中
学
校
屋
内
運
動
場
空
調
設
備

 
5

0
0
円

 

妙
寺
中
学
校
屋
内
運
動
場
空
調
設
備

 
6

0
0
円

 

笠
田
小
学
校
屋
内
運
動
場
空
調
設
備

 
5

0
0
円

 

大
谷
小
学
校
屋
内
運
動
場
空
調
設
備

 
4

0
0
円

 

妙
寺
小
学
校
屋
内
運
動
場
空
調
設
備

 
5

0
0
円

 

渋
田
小
学
校
屋
内
運
動
場
空
調
設
備

 
4

0
0
円

 
 

 

(3
) 

夜
間
照
明
設
備
使
用
料

 
(2

) 
夜
間
照
明
設
備
使
用
料

 

種
別

 
使
用
料

(1
時
間
に
つ
き

) 
種
別

 
使
用
料

(1
時
間
に
つ
き

) 
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か
つ
ら
ぎ
町
立
学
校
施
設
使
用
条
例

- 
2 
–

 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

笠
田
中
学
校
屋
外
運
動
場
夜
間
照
明
設
備

 
1

,0
0
0
円

 

大
谷
小
学
校
屋
外
運
動
場
夜
間
照
明
設
備

 
9

0
0
円

 

渋
田
小
学
校
屋
外
運
動
場
夜
間
照
明
設
備

 
5

0
0
円

 
 

笠
田
中
学
校
屋
外
運
動
場
夜
間
照
明
設
備

 
1

,0
0
0
円

 

大
谷
小
学
校
屋
外
運
動
場
夜
間
照
明
設
備

 
9

0
0
円

 

渋
田
小
学
校
屋
外
運
動
場
夜
間
照
明
設
備

 
5

0
0
円

 
 

備
考

 
備
考

 

1
 
本
町
以
外
に
住
所
を
有
す
る
者
が
使
用
す
る
場
合
は
、
基
本
使
用
料
の

1
0

割
を
加
算
す
る
。

 

1
 
本
町
以
外
に
住
所
を
有
す
る
者
が
使
用
す
る
場
合
は
、
基
本
使
用
料
の

1
0

割
を
加
算
す
る
。

 

2
 
利
用
時
間
は
、
利
用
の
た
め
の
準
備
及
び
利
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時
間

を
含
む
も
の
と
す
る
。

 

2
 
利
用
時
間
は
、
利
用
の
た
め
の
準
備
及
び
利
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時
間

を
含
む
も
の
と
す
る
。

 

3
 

1
時
間
未
満
の
利
用
は
、

1
時
間
と
す
る
。

 
3
 

1
時
間
未
満
の
利
用
は
、

1
時
間
と
す
る
。

 

(4
) 

学
校
施
設
基
本
使
用
料

 
(3

) 
学
校
施
設
基
本
使
用
料

 

種
別

 
使
用
料

(1
時
間
に
つ
き

) 

教
室

 

(1
教
室
に
つ
き

) 

1
0

0
円

 

 

種
別

 
使
用
料

(1
時
間
に
つ
き

) 

教
室

 

(1
教
室
に
つ
き

) 

1
0

0
円

 

 

備
考

 
備
考

 

1
 
本
町
以
外
に
住
所
を
有
す
る
者
が
使
用
す
る
場
合
は
、
基
本
使
用
料
の

1
0

割
を
加
算
す
る
。

 

1
 
本
町
以
外
に
住
所
を
有
す
る
者
が
使
用
す
る
場
合
は
、
基
本
使
用
料
の

1
0

割
を
加
算
す
る
。

 

2
 
利
用
時
間
は
、
利
用
の
た
め
の
準
備
及
び
利
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時
間

を
含
む
も
の
と
す
る
。

 

2
 
利
用
時
間
は
、
利
用
の
た
め
の
準
備
及
び
利
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時
間

を
含
む
も
の
と
す
る
。

 

3
 

1
時
間
未
満
の
利
用
は
、

1
時
間
と
す
る
。

 
3
 

1
時
間
未
満
の
利
用
は
、

1
時
間
と
す
る
。
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和８年第１回定例会３月会議） 生涯学習課　スポーツ振興係

ります。その使用料を定めるため、所要の改正を行おうとするものです。

　空調設備は、災害時以外もかつらぎ公園体育センター利用時に使用されることとな

４．概要

１．議案名

２．背景・経過

３．趣旨・目的

　かつらぎ町スポーツ施設である『かつらぎ公園体育センター』は、指定緊急避難場

所及び指定避難所として指定されており、大規模災害発生時等に避難所として開設さ

議案第１３号　かつらぎ町スポーツ施設設置及び管理に関する条例の一部を改正す

　　　　　　　る条例制定について

れます。

　夏季において熱中症が懸念される中、現在体育センターには空調設備が設置されて

おらず、快適な環境を確保することが急務となっています。そのため体育センターに

空調設備の設置を進めています。

　改正内容

　・別表第１を、「空調設備料　１時間につき」を記載したものに改める。

　施行期日　令和８年４月１日

施設名
使用料

1時間につき
夜間照明設備料
1時間につき

空調設備料
1時間につき

半面 250円 350円

全面 500円 700円

半面 500円 350円

全面 1,000円 700円

かつらぎ公園
体育センター

区分

町内

町外
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か
つ
ら
ぎ
町
ス
ポ
ー
ツ
施
設
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

- 
1 
- 

 

（
令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
１
３
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
ス
ポ
ー
ツ
施
設
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
新
旧
対
照
表
 

改
 
正

 
後
 

改
 
正
 
前
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
ス
ポ
ー
ツ
施
設
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

（
令
和
7年

か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第
20
号
）
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
ス
ポ
ー
ツ
施
設
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 

（
令
和
7年

か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

20
号
）
 

 
 

（
本
 
則
 
省
 
略
）
 

（
本
 
則
 
省
 
略
）
 

 
 

別
表
第
1(
第
11
条
関
係

) 
別
表
第
1(
第
11
条
関
係

) 

施
設
名

 
区
分
 

使
用
料

 

1時
間
に
つ
き

 

夜
間
照
明
設
備
料
 

1
時
間
に
つ
き
 

空
調
設
備
料
 

1
時
間
に
つ
き
 

か
つ
ら
ぎ
公
園

 

体
育
セ
ン
タ
ー

 

町
内
 
半
面
 

25
0円

  
35
0
円
 

全
面
 

50
0円

  
70
0
円
 

町
外
 
半
面
 

50
0円

  
35
0
円
 

全
面
 

1,
00
0
円
  

70
0
円
 

か
つ
ら
ぎ
公
園

 

グ
ラ
ウ
ン
ド

 

町
内
 

40
0円

 
50
0円

  

町
外
 

80
0円

 
50
0円

  

か
つ
ら
ぎ
公
園

 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

 

町
内
 
1面

 
10
0円

 
30
0円

  

町
外
 
1面

 
20
0円

 
30
0円

  

か
つ
ら
ぎ
公
園

 

ス
ポ

ー
ツ

セ
ン

タ

ー
町
民
プ
ー
ル

 

無
料
 

 
 

か
つ

ら
ぎ

公
園

の
ス
別
表
第
3に

定
め
る
額

 
 

 

施
設
名
 

区
分
 

使
用
料
 

1時
間
に
つ
き
 

夜
間
照
明
設
備
料
 

1時
間
に
つ
き
 

か
つ
ら
ぎ
公
園
 

体
育
セ
ン
タ
ー
 

町
内

 
半
面
 

25
0円

  

全
面
 

50
0円

  

町
外

 
半
面
 

50
0円

  

全
面
 

1,
00
0円

  

か
つ
ら
ぎ
公
園
 

グ
ラ
ウ
ン
ド
 

町
内

 
40
0円

 
50
0円

 

町
外

 
80
0円

 
50
0円

 

か
つ
ら
ぎ
公
園
 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
 

町
内

 
1面

 
10
0円

 
30
0円

 

町
外

 
1面

 
20
0円

 
30
0円

 

か
つ
ら
ぎ
公
園
 

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
町

民
プ
ー
ル
 

無
料

 
 

か
つ
ら
ぎ
公
園
の
ス
ポ
別
表
第

3に
定
め
る
額
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か
つ
ら
ぎ
町
ス
ポ
ー
ツ
施
設
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

- 
2 
- 

 

改
 
正

 
後
 

改
 
正
 
前
 

ポ
ー

ツ
施

設
に

附
帯

す
る
そ
の
他
の
園
地
 

か
つ

ら
ぎ

河
川

グ
ラ

ウ
ン
ド
第

1コ
ー
ト
 

町
内
 

40
0円

  
 

町
外
 

80
0円

 

か
つ

ら
ぎ

河
川

グ
ラ

ウ
ン
ド
第

2コ
ー
ト
 

町
内
 

40
0円

  
 

町
外
 

80
0円

 

中
飯

降
公

園
グ

ラ

ウ
ン
ド
 

町
内
 

50
0円

 
90
0円

  

町
外
 

1,
00
0
円
 

90
0円

  

河
南

公
園

グ
ラ

ウ

ン
ド
 

町
内
 

50
0円

  
 

町
外
 

1,
00
0
円
 

笠
田

東
少

年
ス

ポ

ー
ツ
広
場

 

町
内
 

40
0円

  
 

町
外
 

80
0円

 

ス
ポ

ー
ツ

施
設

に
設

置
す
る
自
動
販
売
機
 

1台
に
つ
き
 
売
上
金
額
の

1
0
％

以
上

25
％
以
内
 

 
 

 

ー
ツ
施
設
に
附
帯
す
る

そ
の
他
の
園
地
 

か
つ
ら
ぎ
河
川
グ
ラ
ウ

ン
ド
第
1コ

ー
ト
 

町
内

 
40
0円

  

町
外

 
80
0円

 

か
つ
ら
ぎ
河
川
グ
ラ
ウ

ン
ド
第
2コ

ー
ト
 

町
内

 
40
0円

  

町
外

 
80
0円

 

中
飯
降
公
園
グ
ラ
ウ
ン

ド
 

町
内

 
50
0円

 
90
0円

 

町
外

 
1,
00
0円

 
90
0円

 

河
南
公
園
グ
ラ
ウ
ン
ド
 町

内
 

50
0円

  

町
外

 
1,
00
0円

 

笠
田
東
少
年
ス
ポ
ー
ツ

広
場
 

町
内

 
40
0円

  

町
外

 
80
0円

 

ス
ポ
ー
ツ
施
設
に
設
置

す
る
自
動
販
売
機
 

1台
に
つ
き

 
売

上
金

額
の

1
0
％

以
上
25
％
以
内
 

 

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）
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議 案 参 考 資 料

（令和８年第１回定例会３月会議）

新

旧

　

   施行期日　令和８年４月１日

大谷児童館 かつらぎ町大字大谷１４７番地の１

　　　　　　　制定について

２．背景・経過

３．趣旨・目的

　現在の大谷児童館は、旧大谷幼稚園の建物を再利用した施設であり建築から約７０年が経過

しているため、経年劣化が進み、耐震性能も不足している状況です。

ととなりました。

名称 位置

大谷児童館 かつらぎ町大字大谷３３８番地の１

４．概要

別表第1（第１条関係）の表中を次のとおり改めます。

ものです。

担当課（室）係

こども未来課　青少年育成係

　大谷児童館の児童館機能を大谷小学校内へ移転することに伴い、所要の改正を行おうとする

１．議案名

議案第１４号　かつらぎ町立児童館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

　このことを踏まえ、大谷児童館の児童館機能を耐震基準を満たす大谷小学校内へ移転するこ
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大
谷
児
童
館
（
新
・
旧
）

（
令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

【
議
案
第
１
４
号
　
参
考
資
料
】

現
大
谷
児
童
館

大
谷
小
学
校

３
階
余
裕
教
室
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（
令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
１
４
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
立
児
童
館
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
か
つ
ら
ぎ
町
立
児
童
館
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
立
児
童
館
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 

(令
和

7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
1
号

) 
(令
和

7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
1
号

) 

 
 

（
省
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
略
）

 

 
 

別
表
第

1
(第

1
条
関
係

) 
別
表
第

1
(第

1
条
関
係

) 

名
称

 
位
置

 

丁
ノ
町
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
丁
ノ
町

2
9

7
番
地
の

1
 

西
渋
田
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
西
渋
田

6
1
番
地
の

1
 

大
谷
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
大
谷

3
3
8
番
地
の
１

 

笠
田
西
部
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
萩
原

6
5
番
地
の

1
 

山
崎
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
山
崎

1
8
4
番
地

 

四
郷
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
広
口

1
1
9

7
番
地

 

高
田
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
高
田

6
7
番
地
の

2
 

平
沼
田
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
平
沼
田

1
8

2
番
地

 

名
山
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
東
渋
田

6
2

0
番
地
の

1
 

中
飯
降
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
中
飯
降

2
8

4
番
地
の

1
 

笠
田
東
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
笠
田
東

3
5

3
番
地
の

1
 

妙
寺
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
妙
寺

4
4
5
番
地
の

1
 

 

名
称

 
位
置

 

丁
ノ
町
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
丁
ノ
町

2
9

7
番
地
の

1
 

西
渋
田
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
西
渋
田

6
1
番
地
の

1
 

大
谷
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
大
谷

1
4
7
番
地
の

1
 

笠
田
西
部
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
萩
原

6
5
番
地
の

1
 

山
崎
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
山
崎

1
8
4
番
地

 

四
郷
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
広
口

1
1
9

7
番
地

 

高
田
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
高
田

6
7
番
地
の

2
 

平
沼
田
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
平
沼
田

1
8

2
番
地

 

名
山
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
東
渋
田

6
2

0
番
地
の

1
 

中
飯
降
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
中
飯
降

2
8

4
番
地
の

1
 

笠
田
東
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
笠
田
東

3
5

3
番
地
の

1
 

妙
寺
児
童
館

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
妙
寺

4
4
5
番
地
の

1
 

 

（
省
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
略
）
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和８年第１回定例会３月会議） こども未来課　子育て支援係

１．議案名

議案第１５号　かつらぎ町教育・保育の利用者負担に関する条例の一部を改正する
　　　　　　　条例制定について

２．背景・経過

３．趣旨・目的

　　令和７年度に乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）が創設され、令和８年度

　からは全自治体で実施されることとなりました。

別表第５（第７条の２関係）乳児等通園支援利用料
　

　　令和８年度から本事業を実施するにあたり利用料について、必要な事項を定めるた

　及び別表第５関係）

①乳児等通園支援事業を利用した場合の利用料を定めます。（第７条の２、第９条

　め、所要の改正を行おうとするものです。

４．概要

　②利用料負担対象者の表記を整理します。（第１条、第４条、第５条及び第６条関係）

　③延長保育料の表記を改めます。（別表第２延長保育料関係）

　（現行）別表第２（第５条関係）延長保育料

　施行期日　令和８年４月１日

　（改正後）別表第２（第５条関係）延長保育料

区分 延長保育料

（子ども１人につき）

午後6時を超えて1時間あたり 100円

区分 乳児等通園支援利用料

(子ども１人につき)

１時間あたり 300円

区分 日額　延長保育料

(子ども1人につき)

午後6時を超えて午後7時まで 100円

午後7時を超えて午後8時まで 200円
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か
つ
ら
ぎ
町
教
育
・
保
育
の
利
用
者
負
担
に
関
す
る
条
例

- 
1 
–
 

 

（
令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
１
５
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
教
育
・
保
育
の
利
用
者
負
担
に
関
す
る
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
か
つ
ら
ぎ
町
教
育
・
保
育
の
利
用
者
負
担
に
関
す
る
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
教
育
・
保
育
の
利
用
者
負
担
に
関
す
る
条
例

 

（
平
成

2
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
7
号
）

 
（
平
成

2
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
7
号
）

 

 
 

(趣
旨

) 
(趣

旨
) 

第
1
条
 
こ
の
条
例
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

(平
成

2
4
年
法
律
第

6
5
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。

)そ
の
他
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
教
育
・
保
育
施

設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
に
関
し
、
利
用
者
が
負
担
す
る
費
用
に
つ

い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

第
1
条
 
こ
の
条
例
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

(平
成

2
4
年
法
律
第

6
5
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。

)そ
の
他
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
教
育
・
保
育
施

設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
に
関
し
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者

又
は
扶
養
義
務
者

(以
下
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
」
と
い
う
。

)が
負
担

す
る
費
用

(以
下
「
利
用
者
負
担
額
」
と
い
う
。

)に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(利
用
者
負
担
額

) 
(利

用
者
負
担
額

) 

第
3
条
 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令

(平
成

2
6
年
政
令
第

2
1
3
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。

)第
4
条
第

2
項
に
規
定
す
る
満

3
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
特
定

教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
者
負
担
額

(か
つ
ら
ぎ
町

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例

(平
成

2
6
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
8
号

)第
1

3
条
第

1
項
に
規
定
す
る
利

用
者
負
担
額
及
び
第

4
3
条
第

1
項
に
規
定
す
る
利
用
者
負
担
額
を
い
う
。
以
下

 

第
3
条
 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令

(平
成

2
6
年
政
令
第

2
1
3
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。

)第
4
条
第

2
項
に
規
定
す
る
満

3
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
特
定

教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
者
負
担
額

(か
つ
ら
ぎ
町

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
条
例

(平

成
2

6
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
8
号

)第
1

3
条
第

1
項
に
規
定
す
る
利
用
者
負
担
額

及
び
第

4
3
条
第

1
項
に
規
定
す
る
利
用
者
負
担
額
を
い
う
。

)は
、
別
表
第

1
の
と
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か
つ
ら
ぎ
町
教
育
・
保
育
の
利
用
者
負
担
に
関
す
る
条
例

- 
2 
–
 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

「
利
用
者
負
担
額
」
と
い
う
。

)は
、
別
表
第

1
の
と
お
り
と
す
る
。

 
お
り
と
す
る
。

 

(利
用
者
負
担
額
の
徴
収

) 
(利

用
者
負
担
額
の
徴
収

) 

第
4
条
 
町
長
は
、
町
が
設
置
す
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育

事
業
を
行
う
事
業
所
に
お
い
て
教
育
・
保
育
を
受
け
た
子
ど
も
の
教
育
・
保
育
給

付
認
定
保
護
者
又
は
扶
養
義
務
者

(以
下
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
」
と

い
う
。

)か
ら
、
前
条
に
定
め
る
利
用
者
負
担
額
を
徴
収
す
る
。

 

第
4
条
 
町
長
は
、
町
が
設
置
す
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育

事
業
を
行
う
事
業
所
に
お
い
て
教
育
・
保
育
を
受
け
た
子
ど
も
の
教
育
・
保
育
給

付
認
定
保
護
者
等
か
ら
、
前
条
に
定
め
る
利
用
者
負
担
額
を
徴
収
す
る
。

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(延
長
保
育
料

) 
(延

長
保
育
料

) 

第
5
条
 
町
長
は
、
町
立
こ
ど
も
園

(か
つ
ら
ぎ
町
立
こ
ど
も
園
の
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例

(平
成

2
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
5
号

)第
3
条
に
規
定
す
る
こ
ど
も

園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

)に
お
い
て
延
長
保
育
を
受
け
た
子
ど
も
の
教
育
・
保

育
給
付
認
定
保
護
者
か
ら
、
別
表
第

2
に
定
め
る
延
長
保
育
料
を
徴
収
す
る
。

 

第
5
条
 
町
長
は
、
町
立
こ
ど
も
園

(か
つ
ら
ぎ
町
立
こ
ど
も
園
の
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例

(平
成

2
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
5
号

)第
3
条
に
規
定
す
る
こ
ど
も

園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

)に
お
い
て
延
長
保
育
を
受
け
た
子
ど
も
の
教
育
・
保

育
給
付
認
定
保
護
者
等
か
ら
、
別
表
第

2
に
定
め
る
延
長
保
育
料
を
徴
収
す
る
。

 

(預
か
り
保
育
料

) 
(預

か
り
保
育
料

) 

第
6
条
 
町
長
は
、
町
立
こ
ど
も
園
及
び
町
立
幼
稚
園

(か
つ
ら
ぎ
町
立
幼
稚
園
設
置

条
例

(昭
和

4
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

5
号
。
以
下
「
幼
稚
園
設
置
条
例
」
と
い
う
。

)

第
2
条
に
規
定
す
る
幼
稚
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

)に
お
い
て
預
か
り
保
育
を
受

け
た
子
ど
も
の
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
か
ら
、
別
表
第

3
に
定
め
る
預
か

り
保
育
料
を
徴
収
す
る
。

 

第
6
条
 
町
長
は
、
町
立
こ
ど
も
園
及
び
町
立
幼
稚
園

(か
つ
ら
ぎ
町
立
幼
稚
園
設
置

条
例

(昭
和

4
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

5
号
。
以
下
「
幼
稚
園
設
置
条
例
」
と
い
う
。

)

第
2
条
に
規
定
す
る
幼
稚
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

)に
お
い
て
預
か
り
保
育
を
受

け
た
子
ど
も
の
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
等
か
ら
、
別
表
第

3
に
定
め
る
預

か
り
保
育
料
を
徴
収
す
る
。

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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か
つ
ら
ぎ
町
教
育
・
保
育
の
利
用
者
負
担
に
関
す
る
条
例

- 
3 
–
 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

(乳
児
等
通
園
支
援
利
用
料

) 
(新

設
) 

第
7
条
の

2
 
町
長
は
、
町
立
こ
ど
も
園
に
お
い
て
乳
児
等
通
園
支
援
を
受
け
た
子
ど

も
の
保
護
者
又
は
扶
養
義
務
者
か
ら
、
別
表
第

5
に
定
め
る
利
用
料
を
徴
収
す
る
。
 

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(利
用
者
負
担
額
等
の
納
付

) 
(利

用
者
負
担
額
等
の
納
付

) 

第
9
条
 
町
長
が
徴
収
す
る
第

4
条
か
ら
第

7
条
に
規
定
す
る
利
用
者
負
担
額
、
延
長

保
育
料
、
預
か
り
保
育
料
、
一
時
保
育
料
及
び
乳
児
等
通
園
支
援
利
用
料

(以
下

「
利
用
者
負
担
額
等
」
と
い
う
。

)の
納
付
期
限
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

 

第
9
条
 
町
長
が
徴
収
す
る
第

4
条
か
ら
第

7
条
に
規
定
す
る
利
用
者
負
担
額
、
延
長

保
育
料
、
預
か
り
保
育
料
及
び
一
時
保
育
料

(以
下
「
利
用
者
負
担
額
等
」
と
い

う
。

)の
納
付
期
限
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

別
表
第

2
(第

5
条
関
係

)延
長
保
育
料

 
別
表
第

2
(第

5
条
関
係

)延
長
保
育
料

 

区
分

 
延
長
保
育
料

 

(子
ど
も

1
人
に
つ
き

) 

午
後

6
時
を
超
え
て

1
時
間
あ
た
り

 
1

0
0
円

 
 

区
分

 
日
額
 
延
長
保
育
料

 

(子
ど
も

1
人
に
つ
き

) 

午
後

6
時
を
超
え
て
午
後

7
時
ま
で

 
1

0
0
円

 

午
後

7
時
を
超
え
て
午
後

8
時
ま
で

 
2

0
0
円

 
 

備
考

 
備
考

 

1
 
こ
の
表
に
お
け
る
午
後

6
時
を
超
え
て
か
ら
の
延
長
保
育
料
は
、
開
園
後

1

1
時
間
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。

 

1
 
こ
の
表
に
お
け
る
午
後

6
時
を
超
え
て
か
ら
の
延
長
保
育
料
は
、
開
園
後

1

1
時
間
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。

 

2
 
別
表
第

1
の

A
階
層
又
は

B
階
層
若
し
く
は
ひ
と
り
親
世
帯
等
で

C
1
階
層

に
該
当
す
る
場
合
は
、
延
長
保
育
料
を
無
料
と
す
る
。

 

2
 
別
表
第

1
の

A
階
層
又
は

B
階
層
若
し
く
は
ひ
と
り
親
世
帯
等
で

C
1
階
層

に
該
当
す
る
場
合
は
、
延
長
保
育
料
を
無
料
と
す
る
。
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か
つ
ら
ぎ
町
教
育
・
保
育
の
利
用
者
負
担
に
関
す
る
条
例

- 
4 
–
 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

3
 

1
時
間
未
満
の
利
用
は
、

1
時
間
と
す
る
。

 
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

別
表
第

5
(第

7
条
の

2
関
係

)乳
児
等
通
園
支
援
利
用
料

 
(新

設
) 

区
分

 
乳
児
等
通
園
支
援
利
用
料

 

(子
ど
も

1
人
に
つ
き

) 

1
時
間
あ
た
り

 
3

0
0
円

 

 
備
考
 

1 
1時

間
未
満
の
利
用
は
、
1時

間
と
す
る
。
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和８年第１回定例会３月会議） 住民環境課　環境衛生係

１．議案名

議案第１６号　かつらぎ町飲料水供給施設整備事業受益者分担金条例の一部を改正する
　　　　　　　条例制定について

２．背景・経過

３．趣旨・目的

　施行期日　令和８年４月１日

　を追加します。

　を削除し、

　令和３年度から取り組んできた下志賀地区飲料水供給施設について、令和８年度より
給水を開始できる見込みとなりました。

　なお、宮本地区飲料水供給施設は、上下水道課へ移管が完了し、給水が開始されてい
るため、整備時受益者として本条例による分担金納付を求めることがないことから、別
表より削除し、今回整備を行った下志賀地区飲料水供給施設を別表に追加します。

４．概要

　下志賀地区飲料水供給施設から給水を受ける受益者より分担金を徴収するため、所要
の改正を行おうとするものです。

　別表中

宮本地区飲料水供給施設整備事業受益者分担金 250,000円

下志賀地区飲料水供給施設整備事業受益者分担金 250,000円
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か
つ
ら
ぎ
町
飲
料
水
供
給
施
設
整
備
事
業
受
益
者
分
担
金
条
例

- 
1 
- 

（
令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
１
６
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
飲
料
水
供
給
施
設
整
備
事
業
受
益
者
分
担
金
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
か
つ
ら
ぎ
町
飲
料
水
供
給
施
設
整
備
事
業
受
益
者
分
担
金
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
飲
料
水
供
給
施
設
整
備
事
業
受
益
者
分
担
金
条
例

 

（
平
成

2
9
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

7
号
）

 
（
平
成

2
9
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

7
号
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

別
表

(第
3
条
関
係

) 
別
表

(第
3
条
関
係

) 

名
称

 
金
額

 

下
志
賀
地
区
飲
料
水
供
給
施
設
整
備
事
業
受
益
者
分
担
金

 
2

5
0

,0
0
0
円

 
 

名
称

 
金
額

 

宮
本
地
区
飲
料
水
供
給
施
設
整
備
事
業
受
益
者
分
担
金

 
2

5
0

,0
0
0
円
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和８年第１回定例会３月会議） 上下水道課　総務係

計画給水人口　　　　既認可　330人　　　→　変更後　310人

計画一日最大給水量　既認可　145㎥／日　→　変更後　154㎥／日

取水地点の追加　　　星山水源地（湧水）

給水区域の追加　　　下天野の一部

施行期日　令和8年4月1日

４．概要

１．議案名

議案第１７号　かつらぎ町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正
　　　　　　　する条例制定について

２．背景・経過

　星山地区の一部には、水道未普及世帯があり、当該世帯については取り水などで対応
していましたが、近年異常気象により取り水による生活用水の確保が困難になってきて
います。
　そのため、未普及世帯の解消と安定した給水の確保のため、天野簡易水道の対象区域
を拡張し、星山地内水源からの取水に併せ天野簡易水道からの給水も実施します。
　また、下天野地区において、未普及地域の解消のため給水区域を拡張します。

３．趣旨・目的

　旧星山飲料水供給施設の水源地を追加するとともに、下天野地区の給水区域を拡張
し、計画給水人口及び給水量の見直しをします。
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和
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年
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１
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定
例
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月
会
議
）
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議
案
第
１
７
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参
考
資
料
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か
つ
ら
ぎ
町
水
道
事
業
及
び
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例

 新
旧
対
照
表
 

改
 
正

 
後
 

改
 
正
 
前
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
水
道
事
業
及
び
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例

 

（
平
成
10
年
か
つ
ら
ぎ
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○
か
つ
ら
ぎ
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水
道
事
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び
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す
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第
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第
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水
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事
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給
水
区
域
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給
水
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給
水
量
は
、
次
表
の
と
お
り

と
す
る
。

 

2 
水
道
事
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給
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域
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水
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。
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萩
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和８年第１回定例会３月会議） 上下水道課　総務係

下水道使用料
（消費税抜き）
　改定前　基本使用料　1,430円／月　→　改定後　1,500円／月
　　　　　（基本排水量10㎥を含む）
　　　　　超過使用料　　143円／㎥　→　　　　　　150円／㎥
　　　　※それぞれの額に消費税相当額を加算。ただし、10円未満の端数は四捨五入。

施行期日　令和8年10月1日

改定時期　令和8年11月分から適用（経過措置）

４．概要

１．議案名

議案第１８号　かつらぎ町下水道条例の一部を改正する条例制定について

２．背景・経過

　下水道事業は独立採算が原則ですが、整備に多額の投資が必要なため、その返済も含
めた経費を現在の下水道使用料収入で賄うことが出来ず、一般会計からの繰入で賄って
います。
　下水道事業を取り巻く状況として、人口減少による利用者の減少や、物価高騰による
経費の増加など、今後更に厳しくなることが予想されます。
　なお、下水道使用料につきましては、消費税率の改定を含めると、過去に３回改定し
ています。

【過去の改定の時期と事由】
平成25年4月　 流域下水道維持管理負担金単価の改定（103.7円／㎥→110.4円／㎥）
平成26年4月　 消費税率の改定（5％→8％）
令和元年10月　消費税率の改定（8％→10％）

３．趣旨・目的

　使用料改定により財政基盤の強化を図り、持続可能な下水道事業を目指します。
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（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(使
用
料
の
算
定
方
法

) 
(使

用
料
の
算
定
方
法

) 

第
1

9
条

 
使
用
料
の
額
は
、
次
の
表
に
定
め
る
金
額
そ
れ
ぞ
れ
に
、
消
費
税
法

(昭

和
6

3
年
法
律
第

1
0

8
号

)の
規
定
に
よ
る
消
費
税
の
額
及
び
地
方
税
法

(昭
和

2
5
年

法
律
第

2
2

6
号

)の
規
定
に
よ
る
地
方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
額

(た
だ
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
額
に

1
0
円
未
満
の
金
額
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
た
額

と
す
る
。

)を
加
算
し
、
毎
使
用
月
に
お
い
て
使
用
者
が
排
除
し
た
汚
水
の
量
に

応
じ
て
算
出
し
た
合
計
額
と
す
る
。

 

第
1

9
条

 
使
用
料
の
額
は
、
次
の
表
に
定
め
る
金
額
そ
れ
ぞ
れ
に
、
消
費
税
法

(昭

和
6

3
年
法
律
第

1
0

8
号

)の
規
定
に
よ
る
消
費
税
の
額
及
び
地
方
税
法

(昭
和

2
5
年

法
律
第

2
2

6
号

)の
規
定
に
よ
る
地
方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
額

(た
だ
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
額
に

1
0
円
未
満
の
金
額
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
た
額

と
す
る
。

)を
加
算
し
、
毎
使
用
月
に
お
い
て
使
用
者
が
排
除
し
た
汚
水
の
量
に

応
じ
て
算
出
し
た
合
計
額
と
す
る
。

 

(1
か
月
当
た
り

) 
(1
か
月
当
た
り

) 

区
分

 
基
本
使
用
料

 
超
過
使
用
料

(1
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

) 

排
除
汚
水
量

 
金
額

 
排
除
汚
水
量

 
金
額

 

汚
水

 
1

0
立
方
メ
ー
ト
ル
ま

で
 

1
,5

0
0
円

 1
0
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

分
 

1
5

0
円

 

 

区
分

 
基
本
使
用
料

 
超
過
使
用
料

(1
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

) 

排
除
汚
水
量

 
金
額

 
排
除
汚
水
量

 
金
額

 

汚
水

 
1

0
立
方
メ
ー
ト
ル
ま

で
 

1
,4

3
0
円

 1
0
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

分
 

1
4

3
円

 

 

2
～

3
 

(略
) 

2
～

3
 

(略
) 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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議 案 参 考 資 料

（令和８年第１回定例会３月会議）

　円から15,000円に引き上げます。

　非常勤消防団員等に係る損害補償については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基
準を定める政令の定める基準に従い、各市町村が条例で定める額に基づき行うことと
なっております。
　この度、この政令について、最近における社会経済情勢に鑑み、非常勤消防団員等に
係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするもので
す。

担当課（室）係

危機管理課　消防係

１．議案名

　議案第１９号　かつらぎ町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定
　　　　　　　　について

➀ 別表第１(第５条関係）

２．背景・経過

４．概要

３．趣旨・目的

（施行期日）令和８年４月１日

② 第５条第２項関係

　　消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を9,700円から10,000円に、最高額を14,500

③ 第５条第３項関係

　第219回臨時国会において、一般職の職員の給与に関する法律に基づく公安職俸給表
(一)の改定が行われました。また、昨年成立した同改正法により改定された扶養手当に
関する規定について、令和8年3月31日に経過措置が終了することを踏まえ、非常勤消防
団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正されました。

補償基礎額表                       （単位：円） 

階級 勤務年数 

10年未満 10年以上20年未満 20年以上 

団長及び副団長 13,340（12,900） 14,170（13,700） 15,000（14,500） 

分団長及び副分団長 11,670（11,300） 12,500（12,100） 13,340（12,900） 

部長、班長及び団員 10,000 （9,700） 10,840（10,500） 11,670（11,300） 
 

 備考：（  ）内書は現行の補償基礎額である。 
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か
つ
ら
ぎ
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例

-
 1
 –

 

 

（
令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
１
９
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
か
つ
ら
ぎ
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例

 

(昭
和

4
1
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
4
号

) 
(昭

和
4

1
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
4
号

) 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

(補
償
基
礎
額

) 
(補

償
基
礎
額

) 

第
5
条

 
前
条
に
規
定
す
る
損
害
補
償

(以
下
「
損
害
補
償
」
と
い
う
。

)は
、
療
養

補
償
及
び
介
護
補
償
を
除
き
、
補
償
基
礎
額
を
基
礎
と
し
て
行
う
。

 

第
5
条

 
前
条
に
規
定
す
る
損
害
補
償

(以
下
「
損
害
補
償
」
と
い
う
。

)は
、
療
養

補
償
及
び
介
護
補
償
を
除
き
、
補
償
基
礎
額
を
基
礎
と
し
て
行
う
。

 

2
 
前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
2
 
前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(1
) 

（
略
）

 
(1

) 
（
略
）

 

(2
) 

消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力
者
若
し
く
は
水
防
従
事
者
又
は
応
急

措
置
従
事
者

(以
下
「
消
防
作
業
従
事
者
等
」
と
い
う
。

)が
消
防
作
業
等
に
従

事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た

こ
と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
消
防
作
業

等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従

事
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の

状
態
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は

1
0

,0
0

0
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、

そ
の
者
の
通
常
得
て
い
る
収
入
の
日
額
に
比
し
て
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、

1
5

,0
0
0
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(2
) 

消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力
者
若
し
く
は
水
防
従
事
者
又
は
応
急

措
置
従
事
者

(以
下
「
消
防
作
業
従
事
者
等
」
と
い
う
。

)が
消
防
作
業
等
に
従

事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た

こ
と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
消
防
作
業

等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従

事
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の

状
態
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は

9
,7

0
0
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、

そ
の
者
の
通
常
得
て
い
る
収
入
の
日
額
に
比
し
て
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、

1
4

,5
0
0
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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団
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改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

3
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水

防
団
員
若
し
く
は
消
防
作
業
従
事
者
等

(以
下
「
非
常
勤
消
防
団
員
等
」
と
い
う
。

)

の
事
故
発
生
日
に
お
い
て
、
他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と
し
て
非
常
勤
消
防
団

員
等
の
扶
養
を
受
け
て
い
た
も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、
扶
養
親
族
の
あ
る
非
常
勤

消
防
団
員
等
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
、
第

1
号
に
該
当
す
る

扶
養
親
族
に
つ
い
て
は

1
人
に
つ
き

4
3

3
円
を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
、
第

2
号
か
ら
第

5
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は

1
人
に
つ
き

2
1

7
円
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
て
得
た

額
を
も
っ
て
補
償
基
礎
額
と
す
る
。

 

3
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水

防
団
員
若
し
く
は
消
防
作
業
従
事
者
等

(以
下
「
非
常
勤
消
防
団
員
等
」
と
い
う
。

)

の
事
故
発
生
日
に
お
い
て
、
他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と
し
て
非
常
勤
消
防
団

員
等
の
扶
養
を
受
け
て
い
た
も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、
扶
養
親
族
の
あ
る
非
常
勤

消
防
団
員
等
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
、
第

1
号
に
該
当
す
る

扶
養
親
族
に
つ
い
て
は

1
人
に
つ
き

1
0

0
円
を
、
第

2
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に

つ
い
て
は

1
人
に
つ
き

3
8

3
円
を
、
第

3
号
か
ら
第

6
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は

1
人
に
つ
き

2
1

7
円
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
て
得
た

額
を
も
っ
て
補
償
基
礎
額
と
す
る
。

 

 
(1

) 
配
偶
者

(婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に

あ
る
者
を
含
む
。

) 

(1
) 

2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子

 
(2

) 
2

2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子

 

(2
) 

2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
孫

 
(3

) 
2

2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
孫

 

(3
) 

6
0
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母

 
(4

) 
6

0
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母

 

(4
) 

2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
弟
妹

 
(5

) 
2

2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
弟
妹

 

(5
) 

重
度
心
身
障
害
者

 
(6

) 
重
度
心
身
障
害
者

 

4
 
（
略
）

 
4
 
（
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

別
表
第

1
(第

5
条
関
係

) 
別
表
第

1
(第

5
条
関
係

) 

補
償
基
礎
額
表

 
補
償
基
礎
額
表

 

階
級

 
勤
務
年
数

 

1
0
年
未
満

 
1

0
年
以
上

2
0
年
未

2
0
年
以
上

 

階
級

 
勤
務
年
数

 

1
0
年
未
満

 
1

0
年
以
上

2
0
年
未

2
0
年
以
上
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改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

満
 

団
長
及
び
副
団
長

 
1

3
,3

4
0
円

 
1

4
,1

7
0
円

 
1

5
,0

0
0
円

 

分
団
長
及
び
副
分
団
長

 
1

1
,6

7
0
円

 
1

2
,5

0
0
円

 
1

3
,3

4
0
円

 

部
長
、
班
長
及
び
団
員

 
1

0
,0

0
0
円

 
1

0
,8

4
0
円

 
1

1
,6

7
0
円

 
 

満
 

団
長
及
び
副
団
長

 
1

2
,9

0
0
円

 
1

3
,7

0
0
円

 
1

4
,5

0
0
円

 

分
団
長
及
び
副
分
団
長

 
1

1
,3

0
0
円

 
1

2
,1

0
0
円

 
1

2
,9

0
0
円

 

部
長
、
班
長
及
び
団
員

 
9

,7
0
0
円

 
1

0
,5

0
0
円

 
1

1
,3

0
0
円

 
 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

 

49


